
H4.5採択 H6.3発効
気候変動枠組条約（195か国・1地域）

⇓
▼H9.12採択 ▼H14.6日本批准 ▼H17.2発効 ▼H20.1(削減義務国：36か国・1地域) ▼H24.12(削減義務国：37か国・1地域)

京都議定書  京都議定書第一約束期間(2008～2012) （京都議定書第二約束期間(2013～2020) 日本は不参加）
COP3（京都） ▼H22.12採択(193か国が賛同)

カンクン合意(日本は独自の取組)
COP16（カンクン） ▼H27.12採択 ▼H32発効

パリ協定

京都議定書の採択を踏まえて国内法を整備 京都議定書の発効を踏まえて改正 　京都議定書第1約束期間の終了を踏まえて改正

▼H11.4施行
地球温暖化対策の推進に関する法律

▼H11.4施行（基本方針を定めることを義務付け） ▼H17.2改正（削減目標(6%)を達成するための計画策定を義務付け） ▼H25.3 改正 ▼H28春 策定予定

地球温暖化対策に関する 京都議定書目標達成計画 地球温暖化対策計画
基本方針

・国、地方公共団体、事業者及び国民のそれぞれが講ずべき温室効果ガス

　の排出の抑制等のための措置に関する基本的事項 「即して策定」

▼H18.4改正（政府実行計画の策定義務付け）
(政府) 政府実行計画 （政府）

 「即して策定」

▼H5.8 ▼H17.2改正（策定が努力義務に） ▼H20.6改正（中核市以上に策定義務付け）
(都道府県及び市町村)

（地球温暖化対策地域推進計画） （法律上の名称なし） (都道府県並びに政令市、中核市及び特例市）

（法定外） 「総合的かつ計画的な施策を策定し、　　 地方公共団体実行計画（区域施策編）
及び実施するように努めるものとする」 「定めるものとする」

(環境庁の策定マニュアル)

「即して策定」

▼H11.4施行（全自治体に策定義務付け） ▼H18.4改正（名称変更） ▼H20.6改正（実行計画を区域施策編と事務事業編に区分）
(都道府県及び市町村) (都道府県及び市町村) (都道府県及び市町村)

実行計画 地方公共団体実行計画 地方公共団体実行計画（事務事業編）
「策定するものとする」 「策定するものとする」 「策定するものとする」

▼H27.11策定

▼H15.10策定 ▼H19.3改定 ▼H22.6改定 ▼H26.4改定

▼H21.11策定
広島カーボンマイナス70(地球温暖化対策の方向性を示す長期ビジョン)[1990年比で2030年に50％削減、2050年に70％削減]

（中・長期目標の取り込み）

（法定外） （法定）
▼H15.5策定 ▼H23.3 ▼H29.3

　広島市地球温暖化対策地域推進計画

　(H15～H22)

（法定外） （法定） （法定） 　新たな地球温暖化対策
▼H10.10策定 ▼H13.10改定 ▼H18.9改定 ▼H23.3 　地域推進計画

広島市役所環境保全 　広島市役所環境保全実行計画 　広島市役所環境保全実行計画

率先行動計画(～H12)　(H13～H17) 　(H18～H22)

（反映）
▼H22.4施行

国際条約

地球温暖化対策に関する国際的枠組み及び法体系等における本市の計画の位置付け

2015
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1992 2020
(H32)
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(H27)

2008 2012 2013

・先進国の温室効果ガス排出量に対して、法的拘束
力のある数値目標を定める初めての国際的枠組み
・日本はH2の排出量から6％削減目標

2000 2005
(H20)(H12) (H17)

京都議定書発効に向けた準備
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地方公共団体の計画
（区域施策編）

地方公共団体の計画
（事務事業編）

本
市
の
計
画

新たな計画策定まで従前の計画の目標・施策に継続
して取り組む

新たな計画策定まで従前の計画の目標・施策に継続
して取り組む

区域施策

事務事業

広島市地球温暖化対策等の推進に関する
条例制度の本市分の計画
　　　事業活動環境計画
　　　自動車環境計画

（政府）

気候変動の影響への適応計画

第一次計画 第二次計画 第三次計画 第四次計画

(政府) (政府)

政府実行計画

気候変動の影響への適応計画

エネルギー基本計画
（エネルギー政策基本法）

本市の長期ビジョン

パリ協定発効に向けた準備

計画
（H22～24）

計画
（H25～27）

計画
（H28～30）

・先進国と途上国が2020年までの削減目
標等を自ら定めて隔年で報告
・H25.11に日本はH17(2005年)比で3.8%の
削減目標を決定

・京都議定書に代わる、全ての国が参加する2020年以降
の国際的枠組み
・世界の平均気温の上昇を2度未満に抑制
・H27.7に日本はH25(2013年)比で26%の削減目標を決定

COP21（パリ）

別紙１ 


